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第１章   募集要項の位置付け  

 

１  民 間 事 業 者 募 集 の 主 旨  

株 式 会 社 札 幌 振 興 公 社 （ 以 下 「 公 社 」 と い う 。） の 実 施 す る 事 業 者 選

定 プ ロ ポ ー ザ ル は 、当 該 整 備 事 業 の 趣 旨 を 理 解 の 上 、公 社 と 共 同 の 事 業

者 と し て 施 設 運 営・建 設・設 計 等 に 参 画 を 希 望 す る 方 々 を 募 集 し 、選 定

を 行 う も の で あ る 。  

 
２  本 書 の 位 置 付 け  

こ の 募 集 要 項 は 、公 社 が 実 施 す る 藻 岩 山 魅 力 ア ッ プ 構 想 施 設 再 整 備 事

業 （ 以 下 「 本 事 業 」 と い う 。） を 実 施 す る に あ た り 、 事 業 者 を 公 募 型 プ

ロ ポ ー ザ ル 方 式 で 選 定 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る も の で あ る 。募 集

要 項 の 付 属 図 書 と し て 、設 計・建 設 業 務 要 求 水 準 書 、様 式 集 及 び 資 料 編

を 設 け る 。  
 

第２章   事業内容に関する事項  

 

１  事 業 名 称  

藻 岩 山 魅 力 ア ッ プ 構 想 施 設 再 整 備 事 業  

 

２  事 業 の 目 的  

本 事 業 は 老 朽 化 が 著 し い 展 望 台 施 設 を 建 替 え る こ と に よ り 、安 全 性 の   

向 上 を 図 り 、さ ら に 自 然 環 境 に や さ し く 、バ リ ア フ リ ー が 整 備 さ れ た 施

設 を 建 設 す る こ と を 目 的 と す る 。ま た 、本 施 設 は 、観 光 集 客 施 設 と し て

必 要 な 機 能 を 安 価 に 、 期 限 を 定 め た 中 で 建 替 え る 事 を 目 指 し て い る 。  
 

３  事 業 敷 地  

札 幌 市 南 区 北 の 沢 1956 藻 岩 山 山 頂  

 
 事 業 地 は 国 有 林 で 森 林 管 理 署（ 国 ）よ り 公 社 が 現 在 貸 与 を 受 け て い る

が 、本 事 業 に お い て は 引 き 続 き 公 社 も し く は Ｓ Ｐ Ｃ（ 以 下「 設 置 者 」と

い う 。） が 契 約 対 象 者 と な る 。  
 
 
※ Ｓ Ｐ Ｃ  Special Purpose Company の 略 称 で 金 融 資 産 や 不 動 産 等 の

資 産 を 保 有 す る こ と と 、 そ の た め の 資 金 を 調 達 す る こ と を 目

的 と し て 設 立 さ れ た 会 社 。 日 本 語 で は 特 別 目 的 会 社 と 呼 ば れ

る 。  
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４ プロポーザル概要 

・ 名称        ：藻岩山魅力アップ構想施設再整備 事業者選定プロポーザル 
・ 選考方法    ：公募型プロポーザル方式 
・ 対象となる施設：展望台 

 
５ プロポーザルの目的 

本事業への参画を希望する応募者から、リニューアル施設のデザイン・集客方法等のアイデ

ア、並びに経済性・維持管理方法等についての提案（プロポーザル）を広く公募する。特に本

施設は、豊かな自然環境を有した藻岩山山頂に位置する施設であることによる環境への配慮と

安定的な経営を維持するための採算性が求められるものであることから、民間事業者の知識・

技術・ノウハウ等を最大限に発揮するとともに、コスト縮減および工期短縮を図るため、設計

と施工を一括して契約するデザインビルド（設計施工一括発注方式）を採用する。 
 

６ 主催者及び事務局 

・ 名称  株式会社 札幌振興公社 
・ 住所  札幌市中央区北 12 条西 23 丁目ＳＤＣ北 12 条ビル 4 階 
・ 電話  （011）616－1601 
・ FAX  （011）616－1602 

 
７ 事業スキーム 

本事業は，下記の事業スキームに則り行うものである。事業者選定プロポーザル特定業者（選

定された応募者及び選定された応募者の構成員、以下「事業者」という）、及び 公社並びに一

般からの出資により設立するＳＰＣで事業を推進することになる。本展望施設は，ＳＰＣが原

始取得者となり所有する。 
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８ 提案事項 

提案項目 具体的内容 

1．事業の実施にあたっての

基本方針 

・藻岩山魅力アップ構想施設再整備事業全体の基本方針   

・展望台設計・建設事業の実施体制 

・展望台の基本方針 

２．自然環境等への配慮に関 

する提案 

・環境保全への取り組み（建設・維持） 

・周辺環境と調和する景観形成 

・クリーンエネルギーの活用 

３．展望台の収益性・機能の

提案 

・集客・収益性を高める方策について 

（収益施設の種別、方式、配置、企画） 

・展望台としての機能をより高める方策 

（新たに導入する施設等）について 

４．施設の建設に関する提案 ・魅力ある藻岩山観光にふさわしい内外観デザイン 

・利用者に見合った具体的施設規模 

・山頂駐車場からの歩行者、バスのアクセスとバリアフリー 

・設計施工一括発注方式による工期短縮および工事費縮減 

・トータルライフサイクルコスト 

・防災・防犯・安全性 

・利便性を高めるための森林体験型の輸送施設と展望台のとりあい 

５．管理・運営に関する提案 

 

・効率性・採算性のよいマネージメント 

６．その他の提案 ・相乗効果の期待できる施設づくり 

※周辺施設（森林体験型の輸送施設・ロープウェイ・中腹

駅・山麓駅）への新たな提案 

７．収支計画 ・展望台事業費概算 

・導入運営施設・集客施設収支計算 

・展望台収入計画 

 
９ 事業スケジュール 

年 月 事業内容 備考 

５月 プロポーザル実施  

９月 事業者の選定 山頂展望台（プロポーザル） 

10 月 基本計画策定 プロポーザル以外の施設 

10 月 基本設計契約 山頂展望台 

10 月 基本設計契約 プロポーザル以外の施設 

平成２０年  

10 月 基本設計着手  

２月 基本設計案完了  

３月 ＳＰＣ設立  

３月～５月 基本設計案修正等  

５月末 基本設計完了  

６月 実施設計契約  

６月 実施設計着手  

６月 実施設計案修正等  

１０月 解体工事着手  

１０月 実施設計完了  

平成２１年 

１０月 建築確認申請、開発許可申請  

平成２２年 ４月  建設工事着手  

平成２３年  ３月 施設供用開始  
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１０ 事業者等の業務範囲 

 
１０－１  事業者が行う業務範囲（基本契約後）   

 
① 基本・実施設計 

ア   山頂展望台解体工事 

イ  山頂展望台新設工事（森林体験型の輸送施設駅と合体） 

ウ  山頂展望台周辺の外構設計 

エ  その他関連業務（建設工事に係る設計時の許認可申請等） 

 
② 建設工事 

ア  山頂展望台解体工事 

イ  山頂展望台新設工事（森林体験型の輸送施設駅と合体） 

ウ  建設に伴う用地の造成工事（山頂展望台周辺） 

エ  その他関連業務 

（建設工事に係る許認可申請等、事業者が行うべき近隣対応等） 

 
③ 本施設の運営に関する業務 

〔都市計画法第 34 条〕札幌市開発許可等審査基準 第 74 条、第 75 条に該当する施

設（以下「運営施設」という。）の運営。 

   

※市街化調整区域であるため、関係機関との協議が必要となる。 

 また、それにより基本計画案の修正等が必要となる場合がある。 

※参照 http://www.city.sapporo.jp/toshi/takuchi/toshikei/PDF/07.pdf 

 
１０－２  ＳＰＣが行う設計・建設に関する業務 

 
ア  用地の借地使用等に関する手続き 

イ  資金調達に関する手続き（ ※ ） 

ウ  近隣同意の取得，近隣対応 

エ  出資申請に関わる手続き 

オ  本施設の建設工事監理 

カ  その他これらを実施する上で必要な業務 

 

上記については、ＳＰＣが設立・業務開始するまでは公社で業務を行う。 
 

※ 資金調達における制度活用の可能性について 

§資金調達における公的支援 

 本事業地は、都市再生整備計画区域内にあるので、都市再生特別措置法に基づき

国土交通大臣が認定した事業となれば、金融上の公的支援として、財団法人民間都

市開発推進機構の「まち再生出資業務」を活用できる可能性がある。 
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１０－３  札幌市が行う設計・建設に関する業務 

ア  各種補助金に関わる手続き 

イ  山頂展望台内の札幌紹介施設（建築・設備） 

ウ  登山者休憩施設 

エ  札幌市藻岩山魅力アップ事業に係る環境配慮ガイドライン進捗状況の把握 

 
１１ 本事業の契約の枠組み 

 
１１－１  基本契約 

公社はプロポーザル特定事業者決定後、当該事業者と事業方法、事業工程、全体業務内容

の合意の上基本契約を締結する。 
 

１１－２  設計契約 

設計契約は、公社もしくはＳＰＣが当該事業者と基本設計および実施設計開始前にそれぞ

れにおいて個別の設計契約を締結する。 
 

１１－３  工事契約 

工事契約は、ＳＰＣが当該事業者と工事着手前、工事契約を締結する。 
 

１１－４  ＳＰＣへの参画に向けた契約 

当該事業者は、ＳＰＣへの出資・参画が条件となり契約を結ぶこととなる。 
 

１１－５  運営施設業務に関する契約 

ＳＰＣは、当該事業者と運営施設の契約を締結する。 
 

第３章 事業者募集に関する事項 

 
１ 募集・選定手続き 

 
１－１ 日程 

    事業者の募集及び選定のスケジュールは，次のとおり予定している。 
 

平成 20 年 5 月 23 日(金) 募集要項等の公表 
平成 20 年 6 月 17 日(火) 現地説明会 
平成 20 年 6 月 26 日(木) 参加表明書締切 
平成 20 年 7 月 10 日(木) 募集要項等に対する質問受付締切 
平成 20 年 7 月 24 日(木) 募集要項等に対する質問の回答公表 
平成 20 年 8 月 28 日(木) 提案書締切 
平成 20 年 9 月 4 日(木) 第一次審査 
平成 20 年 9 月 16 日(火) ヒアリング審査及び第二次審査 
平成 20 年 9 月 24 日(水) 優先交渉権者の決定 
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１－２ 手続き 

 
① 募集要項等に関する現地説明会の開催 

募集要項等に関する説明会を開催し，展望台及び展望台以外の利用施設・設備に関す

る現状と予定等に関して説明を行う。 
説明会の参加は事前の申し込みを行い，参加は 1 社あたり 2 名までとする。なお，

説明会での質問等の受付は行わない。又，説明会で募集要項等の配布は行わないので

予め公社ホームページより募集要項等をダウンロードの上，当日持参すること。 
 

ア  開催日時   ：平成 20 年 6 月 17 日（火） 午後 1時 30 分～午後 3時 

イ  集合場所   ：藻岩山山麓駐車場  

        ・ 住  所    ：札幌市中央区伏見５丁目３番       
        ・ 電話番号    ：011-561-8177（もいわ山ロープウェイ事務所） 

・ ホームページ: http://www.sapporo-dc.co.jp/moiwa/ 
ウ  内  容   ：展望台施設他について概要説明 

エ  参加申込   ：ホームページより（第４号様式）ダウンロードし、公社に提 

出のこと。  

http://www.sapporo-dc.co.jp/index.html 

オ  申込期間   ：平成 20 年 6 月 13 日（金）午後 5時まで 

 
② 参加表明書の受付 

参加表明書（第 1・2・3 号様式）を以下のとおり受け付ける。 
 

ア  受付期間   ：平成 20 年 6 月 26 日（木）午後 5時まで 

イ  提出方法   ：公社に持参し，提出すること。 

ウ  提出部数   ：1 部 

 
③ 募集要項等に対する質問の受付 

募集要項等に関する質問（第 5 号様式）を以下のとおり受け付ける。 
 

ア  受付期間   ：平成 20 年 7 月 10 日（木）午後 5時まで 

イ  提出方法   ：質問の提出方法は原則として，電子メールにてファイル  

（ Microsoft word 形 式 ） を 添 付 し ， 公 社 宛

（sdc-sentei@sapporo-dc.co.jp）に送信することとする。 

 
④ 募集要項等に対する質問への回答の公表 

提出された質問に対する回答は，平成 20 年 7 月 24 日（木）より，        
公社ホームページにおいて公表する。ただし，提出者名は公表しない。 
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⑤ 提案書の受付 

ア  提出期限  ：平成 20 年 8 月 28 日（木）午後 5時まで 

イ  提出方法  ：公社に持参し，提出すること。 

ウ  提出書類  ：様式集による。  

エ  提出部数  ：10 部（捺印のあるものは、正を 1部、他を複写とする。）        

 
⑥ 優先交渉権者の公表・通知 

ア  公  表   ：プロポーザルの優先交渉権者の公表を平成 20 年 9 月上旬より   

公社ホームページにおいて行う。 

イ  通  知   ：審査結果通知書を，応募者の代表企業に対して，公表日に発  

 送する。 

 
⑦ 応募を辞退する場合 

        参加表明以降，応募者が応募を辞退する場合は，応募辞退届（第 6 号様式）を公社

に持参し，提出すること。 
 

２ 応募者の構成 

応募者の構成等は次のとおりとする。 
①  応募者は，複数の企業により構成されるものとする。応募者を構成する企業数の

上限は任意とするが，本業務の実施に関して各々の構成員が適切な役割を担う必

要がある。応募者は，応募者を代表し，公社との交渉窓口となる企業１社を「代

表企業」として定めるものとする。 

②  提案書提出時に運営業務を担う構成員が決まっていない場合は、それぞれ１社以

上の運営企業の参画が見込めることが必要となる。 

 

３ 応募者の構成員の基本的要件 

応募者の構成員において，本施設の設計，建設，運営の各業務を行う者は，各業務を実施す

るために必要な資格及び許可等の法的要件を満たすこと。 
 

４ 各業務を行う者の要件 

応募者の構成員には，本施設の設計，建設の各業務を行う者として，以下の 4－1,4－2 の各

項の要件を満たす企業を含むこと。なお，複数の項の要件を満たす者は，当該複数の項の業務

にあたる者を兼ねることが可能である。また，同一の業務を複数の者で行う場合は，少なくと

も 1 社がその要件を満たすこと。2 章 10－1－③に定める運営施設の運営を行う者が構成員とな

る場合は 4－3 の要件を満たすこと。 
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４－１ 展望台の設計を行う者の要件 

展望台の設計を行う者は，次の要件を全て満たすこと。 

①  建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の

登録を行っていること。 

②  同種又は類似の施設の設計実績があること。 

 
４－２ 展望台の建築物の建設を行う者の要件 

展望台の建築物の建設を行う者は，次の要件を全て満たすこと。 
①  建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による建築一式工事、土

木一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。 

②  建築士法(昭和 25年法律第 202号)第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の登

録を行っていること。 

③  参加表明書の提出期限日において，建設工事における総合審査数値に基づく格付

がＢランク程度の企業であること。 

④  同種又は類似の施設の施工実績があること。 

 

４－３ 展望台において運営施設の運営を行う者の要件 

①  同種又は類似の施設の運営実績があること。 

 
５ 応募者の構成員の制限 

次に該当する者は，応募者の構成員となることはできない 
①  地方自治法施行令第 167 条の 4(昭和 22 年政令第 16 号)の規定に該当する者。 

②  最近 1年間の法人税，事業税，消費税，地方税を滞納している者。 

③ 下記のいずれかに該当する者。 

ア 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条第 3項又は第 5項の規定による営

業停止を受けている者 

イ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 30 条に基づく破産手続き開始の決定がな

されている者 

ウ 民事執行法（昭和 54 年法律第 4 号）に基づく仮差押等金銭債権に対する強制

執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措

置を受け、支払いが不可能になった者、又は、第三者の債権保全の請求が常態

となったと認められる者 

エ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 41 条の規定に基づく更正手続開始の

決定又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 33 条の規定に基づく再生手

続開始の決定の事実がある者 

オ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 514 条に基づく特別清算開始命令がなされ

ている者 

④  審査委員会の委員（非公開）の所属する企業および関連企業  

⑤  藻岩山魅力アップ構想施設再整備事業の平成 19 年度「藻岩山再整備準備室」開

設以降にこの事業に関与した企業 
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６ 参加資格の確認 

参加資格の確認は，参加表明書の提出日とする。ただし，参加資格確認後，契約締結までの

期間に，応募者の構成員が本章第４に規定する参加資格要件を欠くような事態が生じた場合に

は，当該応募者は失格とする。 
 

７ 応募に関する留意事項 

 
７－１ 募集要項の承諾 

応募者は，参加表明書の提出をもって本募集要項及び別添資料の記載内容・条件を承諾し

たものとみなす。 
 

７－２ 費用負担 

応募に関し必要な費用は，応募者の負担とする。 
 

７－３ 提出書類の取扱い・著作権等 

① 取り扱い 

提出された提案書は、返却しない。 
 

② 著作権 

選定された事業者の提出書類に含まれる著作物の著作権は公社に帰属する。選定さ

れなかった場合は応募者に帰属するものとし，公社に帰属しないが，公表，展示，そ

の他公社がこの事業に関し必要と認める用途に用いる場合，これを無償で使用できる

ものとする。 
 

③ 特許権 

提案内容に含まれる特許権，実用新案権，意匠権，商標権等の日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利となっている工事材料，施工方法，維持管理運営方法等

を使用したことに起因する責任は，提案を行った応募者が負う。 
 

④ 公社からの提示資料の取扱い 

公社が提示する資料は，応募に係る検討以外の目的で使用することはできない。 
 

⑤ 応募者の複数提案の禁止 

一応募者は，複数の提案を行うことはできない。 
 

⑥ 提出書類の変更禁止 

提出書類の変更はできない。ただし，疑義等があり公社が補正を求めた場合は，      

この限りでない。 
 

⑦ 使用言語及び単位 

応募に関して使用する言語は日本語，単位は計量法に定めるもの，通貨単位は円，

時刻は日本標準時を使用する。 
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第４章 提案者の選定に関する事項 

 
１ 審査委員会の設置 

選定に係わる審査は「藻岩山魅力アップ構想施設再整備事業者選定プロポーザル審査委員会

設置要項」により組織された審査委員会が行う。 
審査委員会は，透明性及び公平性を確保することを目的として設置した，学識経験者及び札

幌振興公社、札幌市の職員他で構成される。委員名については非公開とする。 
 

２ 優先交渉権者等の決定等 

公社は、審査委員会の選定を受けて、最終提案者を優先交渉権者、次点を次順位優先交渉権

者として決定する。公社は、優先交渉権者との交渉が整わない場合及び優先交渉権者がその資

格を喪失した場合、次順位優先交渉権者と交渉する。 
 

３ 選定方法 

本事業では，民間事業者の応募に係る負担の軽減を図る趣旨から第一次審査と第二次審査に

よる二段階審査とする。 
 

３－１ 第一次審査 

第一次審査では，資格審査、適合審査、実績審査、内容審査を行う。 
本事業の実施に対する基本的な考え方，事業の実施体制，施設計画・運営計画の基本的な考

え方等の提案に関して，あらかじめ設定した「事業者選定基準」に従って，審査委員会におい

て審査を行う。 
第一次審査において，原則として 3 応募者以内を第一次審査通過者として選定する。参加表

明書の提出が 1 応募者もない場合は，本募集は無効とする。また，参加表明書の提出が 3 応募

者以内の場合は，第一次審査は資格審査のみとする。 
 

① 資格審査 

応募資格の妥当性を審査する。 
② 適合審査 

応募者から提出された提案書類等の各様式に記載された内容が、募集要項に示す要

件をすべて満たしているかを審査する。 

③ 実績審査 

経営状況、同種及び類似契約の実績、建設工事の実績、予定設計者及び工事施工者

の経験及び実績から事業者としての信頼性を審査する。 
④ 内容審査 

以下に示す視点から審査する。 
ア  最も重視する点 

・自然環境への配慮 
・バリアフリー対策への配慮 
イ  その他の視点 

・集客に向けた全体整備計画の妥当性 
・藻岩山観光にふさわしい外観・内観デザイン 
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・ＳＰＣへの参画、運営計画の妥当性           
・集客・収益性を高める方策 
（集客施設、導入運営施設、イベント企画、開発テーマの設定等） 
・展望台の収支計画 
・設計施工一括発注方式による工期の短縮および工事費の縮減 
・防災、防犯、安全性 
・利用者人数に見合った具体的施設規模 
・山頂駐車場から展望台へのバリアフリー、利便性向上に向けた歩行・車両導線 

 
⑤ 第一次審査結果の通知 

第一次審査終了後、審査結果を応募者に個別に通知する。 
 
 

３－２ 第二次審査 

第二次審査では，あらかじめ設定した「事業者選定基準」に従って，審査委員会      

において第二次提案書の審査を総合評価の方法により行い，最優秀提案及び次点提      

案を選定する。総合評価は，応募者の下記の事項に対する評価点を加算して総合評価点を得る

方法によるものとする。 
審査委員会は，最優秀提案，次点提案及び全提案者グループの評価結果を主催      

者に報告する。主催者は，審査委員会の報告を受けて最優秀提案及び次点提案のグループをそ

れぞれ優先交渉権者及び次点交渉権者として決定する。 
優先交渉権者と協議を行い協議が整った場合，主催者はその優先交渉権者と基本契約を締

結する。優先交渉権者との協議が整わない場合，主催者は次点交渉権者と協議を行う。なお，

第二次審査において，ヒアリングを実施する予定である。 
 

３－３ 審査事項 

審査事項、事業者選定基準書を設置するが、公表はしないものとする。 
 

３－４ 審査結果の通知及び公表 

審査委員会における第一次審査及び第二次審査の経過及び結果は，主催者が優先交渉権者

及び次点交渉権者を決定した後にこれを公表し，審査結果講評として公表する。なお，審査に

関する問い合わせ，審査結果に対する異議を申し立てることはできない。ただし，審査委員会

は，必要があると認める場合に限り，主催者と協議の上，審査委員会の会議における検討及び

審査の途中結果を公表することがある。 
        

３－５ 失格条件 

ア  提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

イ  虚偽の内容が記載されているもの。 

ウ  この要項に定める手続以外の手法により、審査員又は関係者にプロポーザル

に対する援助を直接または間接に求めた場合。 

 


